
 

 

東  京  都 

管理計画認定申請の手引 
（町村に所在するマンション） 

 
この手引は、町村に所在するマンションの管理組合の皆様が管理計画

の認定等を東京都に申請する方法等についてまとめたものです。 

申請に当たっては、この手引をよくお読みください。 

 

この手引は、国土交通省が作成した「マンションの管理の適正化の推進に関す

る法律第５条の３に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライ

ン」（令和６年９月改定）（以下「国ガイドライン」という。）に準拠して作成し

ています。 

国ガイドラインは、以下のウェブページで公開されています。 

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/keikakunintei.html 

  

   

 

なお、特別区及び市に所在するマンションについては、申請先が東京

都ではなく、それぞれの区市となりますので、そちらにお問い合わせく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申請手続（変更申請を除く。）は、「管理計画認定手続支援サービス」

（P.６参照）をご利用いただくことで、インターネットによりオンライ

ンで申請を行うことができます。東京都に直接申請いただくよりも手数

料が低額になる場合がありますので、積極的にご活用ください。 
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１ 管理計画認定制度のあらまし 

（１）制度の目的 

マンションの管理組合は、自らのマンションの管理計画を知事（区市に所在す

るマンションは、それぞれ区長や市長）に提出し、一定の基準を満たす場合、そ

の認定を受けることができるようになりました（マンション管理適正化法第５条

の 13 及び第５条の 14）。 

この管理計画認定制度を通じ、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な

取組が推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高

く評価されるなどのメリットが期待されます。また、良質な管理水準が維持され

ることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与す

るものと考えられます。 

認定を受けた管理計画を有するマンションの名称、所在地、認定日、認定コー

ド（認定したマンションに対して付与する番号）等は、認定情報の公開に関する

承諾がある場合、（公財）マンション管理センターが運営する専用の閲覧サイト

で公表されます（個々の管理計画の内容は公開されません。）。 

管理計画の認定を受けたマンションの取得や改修においては、（独）住宅金融

支援機構の「フラット３５」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利

の引下げ等が利用できます。詳細は、住宅金融支援機構のホームページ（URL）

でご確認ください1。 

 

（２）申請者等 

管理計画の認定を申請できるのは、マンションの管理組合の管理者等です（通

常は、管理組合理事長や管理組合法人における理事です。）。 

認定申請や更新申請にあたっては、その旨を集会（※）で決議を得ておく必要

があります。 

※集会とは、建物の区分所有等に関する法律（昭和 37 年法律第 69 号。以下

「区分所有法」という。）第 34 条第１項に規定するもので、これには、い

わゆる臨時総会も含まれます。（なお、マンション標準管理規約（単棟型）

第 42 条参照） 

住宅の用途以外の用途（商業等）を含む、複合用途型のマンション（以下「複

合用途型マンション」という。）及び一団地内に複数の建物が存在するマンショ

ン（以下「団地型マンション」という。）の場合の申請者は、下記ア及びイのと

おりです。 

 
1 フラット 35 の金利引下げ等について https://www.flat35.com/loan/lineup/ijihozen/index.html 
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 複合用途型マンションの場合 

◼ 複合用途型マンションにおける管理計画の認定申請者は、全体管理組合（マ

ンションの区分所有者全員によって構成される管理組合をいう。）の管理者

等のみです。 

◼ 建物に複数の管理者等が存在する場合、店舗部会（※）の管理者等を除く管

理者等の連名により申請します。 

◼ 全体共用部分並びに住宅及び店舗の一部共用部分のそれぞれに管理者等が存

在する場合、申請は、全体管理組合及び住宅部会（※）の合意のもとで行い

ます。認定対象となる管理計画の範囲は、全体共用部分及び住宅一部共用部

分に関する部分です。 

 

※ 一般的に、それぞれの用途に応じた管理組合を各部会と呼称することがあ

り、この手引においても便宜上、各部会の名称を各用途に合わせて、住宅部

会、店舗部会と呼ぶこととします。 

 

 

 

 

 

  

出典：国ガイドライン 

出典：国ガイドライン 
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 団地型マンションの場合 

区分所有法第 65 条においては、一団地内に複数の建物が存在し、当該団地内

の土地又は附属施設が団地建物所有者の共有に属するときは、それらの土地又は

附属施設（この部分を「団地共用部分」という。）の管理を行うための団地管理

組合が構成されるとしており、団地建物所有者の全員で共有する団地共有部分は

団地管理組合（65 条団体）の管理者等が管理を行い、各棟の共用部分は各棟の

管理組合の管理者等が管理を行います。 

 

（ア）第 68 条規約ありの場合 

区分所有法第 68 条においては、団地内の専有部分のある建物や一部共用部分

等について規約を定めることができることとされており（以下「68 条規約」と

いう。）、68 条規約を定めている団地型マンションにおいては、団地全体を一体

として、団地管理組合の管理者等が管理を行っていることから、管理計画の認定

申請者は団地管理組合（65 条団体）の管理者等となります。 

認定対象となる管理計画の範囲は、商業等の用に供する部分を除いた団地全体

です。 

 

  

出典：国ガイドライン 
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（イ）第 68 条規約なしの場合 

68 条規約を定めていない団地型マンションの場合、団地共用部分及び各棟の

共用部分のそれぞれについて、各管理組合の管理者等が管理を行っていることか

ら、管理計画認定の申請主体は各棟の管理組合（３条団体）の管理者等及び団地

管理組合（65 条団体）の管理者等となります。 

認定対象となる管理計画の範囲は、商業等の用に供する部分を除いた部分で

す。 

なお、団地管理組合と認定を希望する棟の管理組合が連名で申請するにあたっ

ては、それぞれの管理組合において認定を申請することについての決議が必要と

なります。 

 

 

（３）管理計画の認定基準等 

管理計画の認定基準は、次表に示す 17 項目です。 

東京都では、これらの認定基準に管理計画が適合しているか否かを、別表（後

記４を参照）に記載した確認対象書類、確認事項、確認方法及び留意点その他審

査に必要な書類に基づき審査します。 

なお、東京都の認定審査では、1 項目から 16 項目までの基準に適合する場合

は、17 項目目「都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なもので

あること」に適合することになります。  

出典：国ガイドライン 
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認 定 基 準 

Ａ 管理組合の運営 

① 管理者等が定められていること。 

② 監事が選任されていること。 

③ 集会が年１回以上開催されていること。 

Ｂ 管理規約 

④ 管理規約が作成されていること。 

⑤ 

マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊

急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情

報の管理等について定められていること。 

⑥ 

マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規

約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付

（又は電磁的方法による提供）について定められていること。 

Ｃ 管理組合の経理 

⑦ 
管理費、修繕積立金等について明確に区分して経理が行われて

いること。 

⑧ 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。 

⑨ 
直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の３か月以

上の滞納額が全体の１割以内であること。 

Ｄ 
長期修繕計画の 

作成、見直し等 

⑩ 

長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、

長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額

について集会にて決議されていること。 

⑪ 長期修繕計画の作成又は見直しが７年以内に行われていること 

⑫ 

長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が 30 年以上

で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が２回以上含まれるよ

うに設定されていること。 

⑬ 
長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定

していないこと。 

⑭ 
長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定さ

れた修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。 

⑮ 
長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高の

ない長期修繕計画となっていること。 

Ｅ その他 

⑯ 

管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡

に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名

簿、居住者名簿を備えているとともに、１年に１回以上は内容

の確認を行っていること。 

⑰ 
都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なもので

あること。 
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（４）認定の有効期間 

認定を受けた場合、その有効期間は、認定を受けた日から５年間です。 

認定の更新を受けた場合、その有効期間は、従前の認定に係る有効期間の満了

日の翌日から起算して５年間となります。 

なお、認定の更新を受けるため、当初の認定の有効期間が満了する前に更新の

申請をした場合は、有効期間の満了日後も更新認定又は不認定の通知が東京都か

ら届くまでの間、従前の認定はなお有効です。 

 

（５）申請方法 

申請書（紙）を東京都にご提出いただく方法のほか、（公財）マンション管理

センターによる「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、インターネット経

由で 24 時間オンラインで申請いただく方法があります（詳細は（６）を参照く

ださい。）。 

なお、申請の際は、所定の手数料等が必要です（14 ページ参照）。 

 

（６）管理計画認定手続支援サービス 

◼ 管理計画認定制度の申請手続においては、（公財）マンション管理センター

による管理計画認定手続支援サービス（以下「支援サービス」という。）が

導入されています。 

◼ 支援サービスでは、インターネット上の電子システム（以下「支援システ

ム」という。）により、申請手続を24時間オンラインで行えます。 

◼ また、認定又は更新の申請前に、（公財）マンション管理センターが実施す

る講習を受けたマンション管理士が認定基準への適合状況を事前に確認（以

下「事前確認」という。）し、認定基準を満たしていると考えられるものに

ついて、（公財）マンション管理センターが適合証を発行します。この適合

証を申請に併せて東京都にご提出いただくことで、より低額の手数料で申請

いただける場合があります（以下参照）。 

 

【参考】マンション管理センターによる支援サービスの利用の有無による手数料

等の額の比較（認定申請（長期修繕計画が一つの場合）） 

管理計画認定手続

支援サービス 

サービス料等の見込額

（マンション管理センター

等に対する支払） 

東京都の手数料 合計 

利用あり 約２０，０００円（※） ４，１００円 ２４，１００円程度 

利用なし ― ２９，０００円 ２９，０００円 

 

※マンション管理センターやマンション管理士などに支払う手数料は、次の２つの

金額の合計額となります（いずれも消費税込み）。 
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手数料の内訳（東京都に支払うもの以外） 

 金額 備考 

システム利用料 １申請当たり １０，０００円 支援システムの利用に係る額 

事前確認審査料 次のパターン①から④に応じた額 
マンション管理士の事前確認に係

る額 

 

 事前確認審査料 

パターン① 
（一社）マンション管理業協会のマンション管

理適正評価制度を併用する場合 

管理組合と委託先であるマンシ

ョン管理業者との取決めによ

る。（注１） 

パターン② 
（一社）日本マンション管理士会連合会のマン

ション適正化診断サービスを併用する場合 

10,000 円（長期修繕計画１計画

当たりの額）（注２） 

パターン③ 管理状況評

価サービス

を併用しな

い場合 

マンション管理センターに直接支

援サービスの利用申請をする場合 

10,000 円（長期修繕計画１計画

あたりの額）（注２） 

パターン④ 

支援サービスの利用申請前にマン

ション管理士（組合の顧問等）に事

前確認をさせる場合 

管理組合と委託先となるマンシ

ョン管理士との取決めによる。 

注１ 令和４年度は無料となる見込みです。委託先の管理業者にお問い合わせください。 

注２ 令和４年度は無料です。 

 

なお、支援サービスと併せて他団体が実施している管理状況評価サービスを申

請いただくことも可能です（マンション管理適正評価制度を利用する際は、別途

料金がかかります。）。 

詳細は、以下の各団体にお問合せください。 

 

【他団体が実施している管理状況評価サービス等に係る問合せ先】 

評価サービス等 実施団体等 問合せ先 

マンション管理適正 

評価制度 

一般社団法人マンション管理

業協会 

 

又は 

 

管理委託業者 

(マンション管理業協会) 

住所 東京都港区虎ノ門 1-13-3 

虎ノ門東洋共同ビル 2F 

電話 03-3500-2721 

※各管理委託業者の連絡先は、お

手元の契約書等でご確認くださ

い。 

マンション適正化 

診断サービス 

一般社団法人日本マンション

管理士会連合会 

住所 東京都文京区春日 2-13-1 

芳文堂ビル４階 

電話 03-5801-0843 

【参考】管理計画認定手続

支援サービス 

公益財団法人マンション管理

センター 

住所 東京都千代田区一ツ橋 2-５-

５ 岩波書店一ツ橋ビル７階 

電話 03-6261-1274 
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２ 申請手続等 

（１）申請の類型とフローチャート 

 申請の類型 

申請には、以下の三つの類型があります。 

① 新規（認定申請）・・・管理計画の認定を申請するもの 

（★初めて申請する場合はこちら） 

② 更新（更新申請）・・・既に受けた認定の更新を申請するもの 

（★認定の５年後（当初有効期間の満了時）に更新

する場合はこちら） 

③ 変更（変更申請）・・・管理計画の変更の認定を申請するもの 

（典型例は、次のとおりです。） 

 

 

【変更申請の対象の典型例】 

管理計画の変更のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（以下

「省令」という。）第１条の 15 で定める軽微な変更を除くものが対象ですが、変更申請の

対象として次のような例が考えられます。 

（典型例） 

・管理者（理事長）の変更 

・長期修繕計画の変更（修繕資金計画の変更を伴うもの） 

・管理会社の変更 

《省令第１条の 15 で定める軽微な変更》 

①長期修繕計画の変更のうち、次のもの 

・修繕の内容又は実施時期の変更で、計画期間又は修繕資金計画を変更しないもの 

・修繕資金計画の変更で、修繕の実施に支障を及ぼすおそれがないもの 

②管理者等が複数いる場合の、一部の交代（申請時の管理者等全員が変わる場合を除く。） 

③監事の交代 

④規約の変更で、次の変更を伴わないもの 

・監事の職務 

・専有部分及び規約等の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部

分への管理者等の立入りに関する事項 

・点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項 

・区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の

対応に関する事項 
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 申請手続のフローチャート 

申請やその後の認定等の流れは、支援サービスの利用の有無や他団体の管理状

況評価サービス（注１）の併用の有無に応じ、次ページのパターンに分けられま

す（注２）。 

注１ 他団体の管理状況評価サービスとは、次のものを指します。 

 マンション管理適正評価制度（（一社）マンション管理業協会） 

 マンション管理適正化診断サービス（（一社）日本マンション管理士会連合会） 

注２ 支援サービスは、①新規や②更新の際に利用することができますが、③

変更の場合にはご利用いただけません。
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【１】管理計画認定手続支援サービス（変更申請は対象外）を利用する場合 

A：（一社）マンション管理

業協会のマンション管理

適正評価制度を併用する

場合 

B：（一社）日本マンション管

理士会連合会のマンション

適正化診断サービスを併用

する場合 

C：管理状況評価サービスを併用し

ない場合 

①－１ 管理業者及び協会

に事前確認、マンション

管理適正評価制度の実施

を依頼。各者へ料金支払 

①－２ マンション管理セ

ンターへ支援サービスの

利用申請。システム利用

料の支払 

①－１ 連合会に事前確認、

マンション適正化診断サー

ビスの実施を依頼。料金支

払 

①－２ マンション管理センタ

ーへ支援サービスの利用申請

（添付書類の要アップロー

ド）、システム利用料の支払 

※マンション管理

センターに直接支

援サービスの利用

申請をする場合 

 

※支援サービスの利

用申請前にマンショ

ン管理士（組合の顧

問等）に事前確認さ

せる場合 

① センターへ支

援サービスの利

用申請（添付書

類の要アップロ

ード）、利用料の

支払 

①－１ 管理士に事前

確認を依頼。料金支払 

①－２ センターへ
支援サービスの利用
申請（添付書類の要
アップロード）、利
用料の支払 

 

② マンション管理センターが発行する適合証を受領 

③ 東京都へ申請（支援システムによるオンライン申請） 

⑤ 東京都から認定通知 

⑥ 閲覧サイト（マンション管理センター運営）において、マンション名や所在地等を公表 

④ 東京都から送付された納付書による手数料の払込み 

【２】管理計画認定手続支援サービスを利用しない場合 

① 東京都へ申請（申請書の郵送又は持参） 

③ 東京都から認定通知 

④ 閲覧サイト（マンション管理センター運営）において、マンション名や所在地等を公表 

② 東京都から送付された納付書による手数料の払込み 

⓪ 必要に応じて東京都に事前相談（変更申請の場合はできるだけご相談ください。） 
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（２）申請方法等 

 法定書類等の準備 

【新規・更新の申請の場合】 

以下の書類（支援サービス（オンライン申請）を利用する場合は、電子デー

タ）をご用意ください。 

✓ 別表（後記４を参照）に記載している確認対象書類 

※表外に記載している当該申請について決議した集会の議事録の写し等も

必要です。 

✓ 適合証（支援サービスを利用する場合（オンライン申請の場合）） 

【変更の申請の場合】 

以下の書類をご用意ください。 

✓ 変更内容チェックシート 

✓ 別表（後記４を参照）に記載している確認対象書類のうち変更に係るもの

（下表例示） 

✓ 手数料チェックシート 

変更内容の例 変更に係る確認対象書類 

管理者（理事長）の変更 ・管理者等を選任することを決議した集会の議事録の

写し 

※管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写

し及びその定めるところにより管理者が選任された

ことを証する書類（理事会の議事録の写し等） 

長期修繕計画の変更（修繕

資金計画の変更を伴うも

の） 

・長期修繕計画の写し 

・当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の

議事録の写し 

※管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写

し及びその定めるところにより当該長期修繕計画を

作成し、又は変更したことを証する書類 
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 支援サービスを利用した申請（電子申請）の場合の申請方法等 

◼ 申請書によらず、支援システムに必要事項をご入力のうえ、申請いただけま

す（変更申請の場合は、ご利用いただけません。）。 

◼ この手引の18ページ以降に申請書の様式を掲載していますので、申請情報の

支援システムへの入力に当たっては、様式の中に記載されている注意書きや

コメントにご留意いただき、ご入力ください。 

◼ 事前確認により、管理計画が認定基準を満たしていると認められる場合に

は、（公財）マンション管理センターから適合証を発行されます。 

◼ 適合証の発行を受けた後、支援システムから東京都に申請してください。 

◼ 申請後、東京都で手数料の納付書を発行し、申請者様宛てにお送りしますの

で、お近くの金融機関で納付してください。（納付されたことを確認した後

に、申請書の審査を開始いたします。） 

◼ 一度申請を受け付けた場合は、原則として手数料は返還できません。 

◼ 変更申請をしようとする場合には、事前に担当（マンション課）までご相談

ください。 
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 紙による申請の場合（支援サービスを利用しない場合）の申請方法等 

◼ この手引の18ページ以降に申請書の様式を掲載しています。様式の中に記載

されている注意書きやコメントにご留意いただき、申請書を作成してくださ

い。（Wordファイルをマンションポータルサイト（https://www.mansio

n-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02kanrikeikaku-seido.html）に掲載し

ています。） 

◼ 申請書に「変更の概要」を記載する必要があります。マンションポータルサ

イト（https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02kanrikei

kaku-seido.html）に掲載している変更内容チェックシートを作成するとと

もに適宜別紙を用いるなどし、従前の管理計画からの変更点を漏れなく記載

してください。変更内容に漏れがあった場合、後日管理計画の更新を受けら

れないことがあります。 

◼ 黒色のボールペン等（耐水性のもの）で記入し、又は黒色のフォントで紙に

出力し、作成してください。 

◼ 申請書の正副各１部のほか、次のものを用意してください。 

✓ 正副それぞれに添付する必要書類（（２）アに記載したもの） 

✓ 返信用封筒（必要な額の切手を貼付し、宛先を記載したもの） 

※ マンションポータルサイト（https://www.mansion-

tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02kanrikeikaku-seido.html）に掲載

している必要書類チェックシートで書類の提出漏れがないかご確認くだ

さい。 

◼ 郵送又は持参により次の提出先に書類をご提出ください。 

 
◼ 申請後、東京都で手数料の納付書を発行し、申請者様宛てにお送りしますの

で、お近くの金融機関で納付してください。（納付されたことを確認した後

に、申請書の審査を開始いたします。） 

◼ 一度申請を受け付けた場合には、原則として手数料は返還できません。 

  

〈提出先〉 

〒163-8001 

新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁第二本庁舎１３階 

東京都 住宅政策本部 民間住宅部マンション課（マンション管理担当） 

https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02kanrikeikaku-seido.html
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02kanrikeikaku-seido.html
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02kanrikeikaku-seido.html
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02kanrikeikaku-seido.html
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02kanrikeikaku-seido.html
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02kanrikeikaku-seido.html
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（３）申請手数料 

申請の際に必要となる手数料の額は、申請の類型に応じて、それぞれ以下のと

おりです。 

 

 新規（認定申請） 

 基本手数料 加算手数料（注） 

マンション管理センターが発行した 

適合証がある場合 
４，１００円 １，８００円 

適合証がない場合 ２９，０００円 １６，０００円 

（注）長期修繕計画が複数ある場合（団地型マンションや複合用途型マンションなど）、二つ

目以降の長期修繕計画について、１計画当たり 1,800 円（適合証あり）又は 16,000 円

（適合証なし）の加算手数料を設けています。 

例えば、長期修繕計画が三つの場合（適合証あり）の手数料は次のとおりです。 

4,100 円(基本手数料)+1,800 円(加算手数料)×２＝7,700 円 

 

 更新（更新申請） 

新規の場合と同じ料金設定です。 

 

 変更（変更申請） 

変更内容に応じ、それぞれ下表の基本手数料の額と加算手数料の額を合算して

算出します。手数料算出のステップは、次のとおりです。 

 基本手数料の額 加算手数料の額 

変更内容 

「管理組合の運営」の基準に係る事項 ４，８００円 ２，６００円 

「管理規約」の基準に係る事項 ４，０００円 ２，６００円 

「管理組合の経理」の基準に係る事項 ４，６００円 ２，８００円 

「長期修繕計画の作成、見直し等」の基準

に係る事項 
９，８００円 ５，２００円 

「その他」の基準に係る事項 ２，９００円 １，７００円 

上記以外の事項の変更 ２，０００円 ９００円 
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（ステップ） 

 まず、申請書等で変更内容の類型の数（上表の「「〇〇」の基準に係る事

項」の変更が生じた類型の数）を確認します。 

 次に、変更する長期修繕計画の数を確認します。 

 次の計算式により、手数料の額を算出します。 

 

納付すべき手

数料の額 
＝ 

変更内容の類型に応じた 

基本手数料の額（合計） 
＋ 

基本手数料が生じる類型に 

おける加算手数料の額（合計） 
× 

（変更する長期修繕

計画の数－１） 

（※以上の算出を、マンションポータルサイト（https://www.mansion-

tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02kanrikeikaku-seido.html）に掲載している「手数料

チェックシート」で行っていただけます。） 

 

【参考（計算例）】 

① 変更する長期修繕計画が一つで、併せて管理者の変更（「管理組合の運営」の

基準に係る事項）についても申請する場合  

9,800 円（「長期修繕計画の作成及び見直し等」の基本手数料） 

＋4,800 円（「管理組合の運営」の基本手数料） 

14,600 円 

② 変更する長期修繕計画が二つで、併せて管理者の変更（「管理組合の運

営」の基準に係る事項）についても申請する場合 

9,800 円（「長期修繕計画の作成、見直し等」の基本手数料） 

＋4,800 円（「管理組合の運営」の基本手数料） 

＋5,200 円（「長期修繕計画の作成、見直し等」の加算手数料） 

＋2,600 円（「管理組合の運営」の加算手数料） 

22,400 円 

 

なお、変更申請の場合は、手数料算定や申請方法などをご案内させていた

だきますので、この手引の次ページに記載された東京都の担当まで事前にご

連絡ください。 

  

https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02kanrikeikaku-seido.html
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02kanrikeikaku-seido.html
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３ 担当窓口等（問合せ先） 

【担当窓口・問合せ先】 

 

【参考】管理計画認定手続支援サービス関係のお問合せ先 

お問合せ内容 所管団体 連絡先 

マンション管理適正 

評価制度 

一般社団法人マンション

管理業協会 

 

又は 

 

管理業者 

(マンション管理業協会) 

住所 東京都港区虎ノ門 1-13-3 

虎ノ門東洋共同ビル 2F 

電話 03-3500-2721 

※各管理業者の連絡先は、お手元の

契約書等でご確認ください。 

マンション適正化診断

サービス 

一般社団法人日本マンシ

ョン管理士会連合会 

住所 東京都文京区春日 2-13-1 

芳文堂ビル４階 

電話 03-5801-0843 

【参考】 

管理計画認定手続支援

サービス 

公益財団法人マンション

管理センター 

住所 東京都千代田区一ツ橋２

丁目５−５ 岩波書店一ツ橋

ビル７階 

電話 03-6261-1274 

  

〒163-8001 

新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁第二本庁舎 13 階 

東京都 住宅政策本部 民間住宅部マンション課（マンション管理担当） 

TEL：03-5320-5004  

メールアドレス：S1090104@section.metro.tokyo.jp 
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４ 様式集 

○ 認定申請書、管理計画（省令別記様式第一号（第一条の八関係）） 

○ 認定更新申請書（省令別記様式第一号の三（第一条の十三関係）） 

○ 変更認定申請書（省令別記様式第一号の五（第一条の十六関係）） 

○ 別表 認定基準、確認対象書類、確認事項、確認方法及び留意点 
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別記様式第一号（第一条の八関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

 

（第一面） 

 

認 定 申 請 書 

 

年  月  日 

 

（計画作成都道府県知事等）         殿 

 

申請者（管理者等）の住所又は         

主たる事務所の所在地             

申請者（管理者等）の氏名又は         

名称及び法人にあっては、その         

代表者の氏名                 

申請者（管理者等）の連絡先          

 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の 13第１項の規定に基づ

き、管理計画の認定を申請します。この申請書及び添付書類に記載の事項は、事

実に相違ありません。 

 

（本欄には記入しないでください。） 

受付欄 認定コード欄 決裁欄 

年  月  日 年  月  日  

第       号  

係員氏名 係員氏名 

 

（注意） 

１．複数の管理者等が置かれている場合、【申請者（管理者等）の住所又は主たる事

務所の所在地】及び【申請者（管理者等）の氏名又は名称及び法人にあっては、

その代表者の氏名】の欄は、代表者１名分を記載してください。代表者以外の管

理者等については、第七面に管理者等全員の住所又は主たる事務所の所在地、氏

名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名並びに連絡先を記載してくだ

さい。 

なお、当該マンションの管理組合法人の理事が申請者である場合には、当該組

合法人の名称の記載は不要です。 

２．本申請書にはマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第１条の

８第１項に規定する添付書類を添付してください。 

複数の管理者等が置かれてい

る場合、申請者のうち任意で

選出された代表者の氏名 
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（第二面） 

 

管 理 計 画 

 

１．マンションの概要 

【１．マンションの所在地】 

 

【２．マンションの用途】 

□住宅 □住宅及び非住宅  

【３．マンションの戸数】 

 【総戸数】       戸 

 【住宅戸数】      戸 

 【非住宅戸数】     戸 

【４．主な構造】      造 

【５．マンションの階数】 

（地上）   階    （地下）   階 

【６．マンションが建設された年月】 

    年  月 

【７．管理組合の形態】 

 

【８．管理組合の名称】 

 

【９．管理者等の氏名又は名称等】 

 【管理者等の氏名又は名称】 

 

 【管理者等の住所又は主たる事務所の所在地】 

 

 【管理者等の連絡先】 

 

【１０．マンションの管理形態】 

□全部委託 □一部委託 □自主管理  

 

【１１．管理事務の委託先の情報】 

【委託先の氏名又は名称】 

 

【委託先の住所又は主たる事務所の所在地】 

 

【１２．備考】 

 

 

竣工年月日 
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（注意） 

１．【１．マンションの所在地】から【６．マンションが建設された年月】までの欄

は、管理計画の認定の対象となる建物に係る情報を記載してください。 

２．【２．建築物の用途】及び【１０．マンションの管理形態】の欄は、該当するチ

ェックボックスに「✓」を入れてください。 

３．【７．管理組合の形態】の欄は、次のいずれかを記載してください。 

（１）単棟型（住宅のみ） 

（２）単棟型（複合用途型） 

（３）団地型（区分所有法第 68 条の規約設定を行っている団地管理組合・住宅のみ） 

（４）団地型（区分所有法第 68条の規約設定を行っている団地管理組合・複合用途型）  

（５）団地型（区分所有法第 68条の規約設定を行っていない団地管理組合と棟管理組合・住宅のみ） 

（６）団地型（区分所有法第 68条の規約設定を行っていない団地管理組合と棟管理組合・複合用途型）  

（７）その他 

４．複数の管理組合が共同で申請する場合、【８．管理組合の名称】から【１１．管

理事務の委託先の情報】までの欄は、全ての管理組合に係る情報を記載してくだ

さい。 

５．複数の管理者等が置かれている場合には、【９．管理者等の氏名又は名称等】の

欄は、代表者１名分を記載してください。 

６．【１１．管理事務の委託先の情報】の欄は、【１０．マンションの管理形態】の

欄で「全部委託」又は「一部委託」を選んだ場合のみ記載してください。 
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（第三面） 

 

２．マンションの修繕その他の管理の方法 

【１．長期修繕計画の作成又は直近の変更の年月日】 

    年  月  日 

【２．長期修繕計画の作成又は直近の変更について集会の決議をした年月

日】 

    年  月  日 

【３．長期修繕計画の計画期間】 

【計画期間】   年 

【４．備考】 

 

 

（注意） 
１．【３．長期修繕計画の計画期間】の欄は、計画作成時点からの修繕計画期間を記

載してください。 

  

長期修繕計画の計画開始

日 



22 

 

（第四面） 

 

３．マンションの修繕その他の管理に係る資金計画 

【１．計画期間当初の修繕積立金の残高】 

 

【２．計画期間全体で集める修繕積立金の総額】 

 

【３．計画期間全体での専用使用料等からの繰入額の総額】 

 

【４．機械式駐車場設備の内容】 

機械式駐車場設備の有無   □有 □無 

 

機械式駐車場設備が有る場合の内訳 

【２段(ピット１段)昇降式】                台 

【３段(ピット２段)昇降式】                台 

【３段(ピット１段)昇降横行式】              台 

【４段(ピット２段)昇降横行式】              台 

【エレベーター方式（垂直循環方式）】             台 

【その他】                        台 

 

【５．計画期間全体での修繕積立金の平均額】 

 

【６．現在の借入金の有無】  □無  □有 

※借入金が有る場合には、その完済予定年月（   年  月） 

【７．直前の会計年度で集める予定であった修繕積立金の総額】 

 

【８．直前の会計年度での修繕積立金の３ヶ月以上の滞納額及び滞納率】 

【滞納額】 

【滞納率】 

【９．管理費と修繕積立金の区分経理の有無】  □無  □有 

【１０．備考】 

 

 

（注意） 

１．【３．計画期間全体での専用使用料等からの繰入額の総額】の欄は、計画期間全

体での専用使用料等（駐車場使用料等の特定の区分所有者がマンションの共用部

分の一部分を専用使用するために納入する料金をいう。）から修繕積立金会計へ納

入される額の総額を記載してください。 

２．【４．機械式駐車場設備の内容】、【６．現在の借入金の有無】及び【９．管理費

と修繕積立金の区分経理の有無】の欄は、該当するチェックボックスに「✓」を
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入れるとともに、【６．現在の借入金の有無】の欄について、「有」を選んだ場合

は、借入金の完済の予定年月を記載してください。複数の借入金が存在する場合

には、完済期日が最も遅い期日を記載してください。 

３．【５．計画期間全体での修繕積立金の平均額】の欄は、以下の計算式により算出

した額を記載してください。 

 

 計画期間全体での修繕積立金の平均額 

＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）÷Ｘ÷Ｙ 

  Ａ：計画期間当初の修繕積立金の残高（円） 

  Ｂ：計画期間全体で集める修繕積立金の総額（円） 

  Ｃ：計画期間全体での専用使用料等からの繰入額の総額（円） 

  Ｘ：マンションの総専有床面積（㎡） 

  Ｙ：長期修繕計画の計画期間（ヶ月） 

 

４．【７．直前の会計年度で集める予定であった修繕積立金の総額】及び【８．直前

の会計年度での修繕積立金の３ヶ月以上の滞納額及び滞納率】の欄は、該当する

事業年度がない場合には記載は不要です。 

５．【８．直前の会計年度での修繕積立金の３ヶ月以上の滞納額及び滞納率】の欄の

【滞納率】は、「直前の会計年度での修繕積立金の３ヶ月以上の滞納額÷直前の会

計年度で集める予定であった修繕積立金の総額」で算出した額を記載してくださ

い。 
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（第五面） 

 

４．マンションの管理組合の運営状況 

【１．監事の氏名又は名称】 

  

 

【２．直近の集会が開かれた年月日】 

    年  月  日 

【３．区分所有者名簿の有無及び年１回以上の内容の更新の有無】 

【区分所有者名簿の有無】 □無  □有 

【年１回以上内容の更新の有無】 □無  □有 

【４．居住者名簿の有無及び年１回以上の内容の更新の有無】 

【居住者名簿の有無】 □無  □有 

【年１回以上内容の更新の有無】 □無  □有 

【５．管理規約への「マンションの管理のため必要となる、管理者等のマン

ションの区分所有者の専有部分及び規約（これに類するものを含む。）によ

り特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関す

る事項」の記載】 

 □記載されている   □記載されていない 

 

【６．管理規約への「マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管

理に関する記録の作成及び保存に関する事項」の記載】 

 □記載されている   □記載されていない 

 

【７．管理規約への「マンションの区分所有者その他の利害関係人からマン

ションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項」の記載】 

 □記載されている   □記載されていない 

 

【８．備考】 

 

 

（注意） 

１．【３．区分所有者名簿の有無及び年１回以上の内容の更新の有無】から【７．管

理規約への「マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関す

る情報の提供を要求された場合の対応に関する事項」の記載】までの欄は、該当

するチェックボックスに「✓」を入れてください。 
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（第六面） 

 

５．その他 

【１．都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであるこ

とを確認するために必要な事項】 

 

【２．認定を受けた際の公表の可否】 □可  □否 

 

（注意） 

１．【１．都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを

確認するために必要な事項】の欄は、申請に係るマンションが所在する都道府県

等において都道府県等マンション管理適正化指針が定められている場合に、当該

指針に応じて必要な事項を記載してください。 

２．【２．認定を受けた際の公表の可否】の欄は、該当するチェックボックスに

「✓」を入れてください。 
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（第七面） 

６．代表者以外の管理者等 

 

 

 

別記様式第一号の三（第一条の十三関係）（日本産業規格Ａ列４番） 
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（第一面） 

 

認 定 更 新 申 請 書 

 

年  月  日 

 

（計画作成都道府県知事等）         殿 

 

申請者（管理者等）の住所又は         

主たる事務所の所在地             

申請者（管理者等）の氏名又は         

名称及び法人にあっては、その         

代表者の氏名                 

申請者（管理者等）の連絡先          

 

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の 16第１項の認定の更新

を受けたいので、同条第２項において準用する同法第５条の 13第１項の規定に基

づき、申請します。この申請書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありま

せん。 

 

１．更新を申請する管理計画の認定コード 

 

 

２．更新を申請する管理計画の認定年月日 

         年  月  日 

 

（本欄には記入しないでください。） 

受付欄 認定コード欄 決裁欄 

年  月  日 年  月  日  

第       号  

係員氏名 係員氏名 

 

（注意） 

１．複数の管理者等が置かれている場合、【申請者（管理者等）の住所又は主たる事

務所の所在地】及び【申請者（管理者等）の氏名又は名称及び法人にあっては、

その代表者の氏名】の欄は、代表者１名分を記載してください。代表者以外の管

理者等については、第七面に管理者等全員の住所又は主たる事務所の所在地、氏

名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名並びに連絡先を記載してくだ

さい。 

複数の管理者等が置かれている

場合、申請者のうち任意で選出

された代表者の氏名 
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なお、当該マンションの管理組合法人の理事が申請者である場合には、当該組

合法人の名称は不要です。 

２．本申請書には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第１条

の８第１項に規定する添付書類を添付してください。 
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（第二面） 

 

管 理 計 画 

 

１．マンションの概要 

【１．マンションの所在地】 

 

【２．マンションの用途】 

□住宅 □住宅及び非住宅  

【３．マンションの戸数】 

 【総戸数】       戸 

 【住宅戸数】      戸 

 【非住宅戸数】    戸 

【４．主な構造】      造 

【５．マンションの階数】 

（地上）   階    （地下）   階 

【６．マンションが建設された年月】 

    年  月 

【７．管理組合の形態】 

 

【８．管理組合の名称】 

 

【９．管理者等の氏名又は名称等】 

 【管理者等の氏名又は名称】 

 

 【管理者等の住所又は主たる事務所の所在地】 

 

 【管理者等の連絡先】 

 

【１０．マンションの管理形態】 

□全部委託 □一部委託 □自主管理  

 

【１１．管理事務の委託先の情報】 

【委託先の氏名又は名称】 

 

【委託先の住所又は主たる事務所の所在地】 

 

【１２．備考】 

 

 

竣工年月日 
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（注意） 

１．【１．マンションの所在地】から【６．マンションが建設された年月】までの欄

は、管理計画の認定の対象となる建物に係る情報を記載してください。 

２．【２．建築物の用途】及び【１０．マンションの管理形態】の欄は、該当するチ

ェックボックスに「✓」を入れてください。 

３．【７．管理組合の形態】の欄は、次のいずれかを記載してください。 

（１）単棟型（住宅のみ） 

（２）単棟型（複合用途型） 

（３）団地型（区分所有法第 68 条の規約設定を行っている団地管理組合・住宅のみ） 

（４）団地型（区分所有法第 68条の規約設定を行っている団地管理組合・複合用途型）  

（５）団地型（区分所有法第 68条の規約設定を行っていない団地管理組合と棟管理組合・住宅のみ）  

（６）団地型（区分所有法第 68条の規約設定を行っていない団地管理組合と棟管理組合・複合用途型）  

（７）その他 

４．複数の管理組合が共同で申請する場合、【８．管理組合の名称】から【１１．管

理事務の委託先の情報】までの欄は、全ての管理組合に係る情報を記載してくだ

さい。 

５．複数の管理者等が置かれている場合には、【９．管理者等の氏名又は名称等】の

欄は、代表者１名分を記載してください。 

６．【１１．管理事務の委託先の情報】の欄は、【１０．マンションの管理形態】の

欄で「全部委託」又は「一部委託」を選んだ場合のみ記載してください。 
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（第三面） 

 

２．マンションの修繕その他の管理の方法 

【１．長期修繕計画の作成又は直近の変更の年月日】 

    年  月  日 

【２．長期修繕計画の作成又は直近の変更について集会の決議をした年月

日】 

    年  月  日 

【３．長期修繕計画の計画期間】 

【計画期間】   年 

【４．備考】 

 

 

（注意） 

１．【３．長期修繕計画の計画期間】の欄は、計画作成時点からの修繕計画期間を記

載してください。 

  

長期修繕計画の計画開始

日 
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（第四面） 

 

３．マンションの修繕その他の管理に係る資金計画 

【１．計画期間当初の修繕積立金の残高】 

 

【２．計画期間全体で集める修繕積立金の総額】 

 

【３．計画期間全体での専用使用料等からの繰入額の総額】 

 

【４．機械式駐車場設備の内容】 

機械式駐車場設備の有無   □有 □無 

 

機械式駐車場設備が有る場合の内訳 

【２段(ピット１段)昇降式】                台 

【３段(ピット２段)昇降式】                台 

【３段(ピット１段)昇降横行式】              台 

【４段(ピット２段)昇降横行式】              台 

【エレベーター方式（垂直循環方式）】             台 

【その他】                        台 

 

【５．計画期間全体での修繕積立金の平均額】 

 

【６．現在の借入金の有無】  □無  □有 

※借入金が有る場合には、その完済予定年月（   年  月） 

【７．直前の会計年度で集める予定であった修繕積立金の総額】 

 

【８．直前の会計年度での修繕積立金の３ヶ月以上の滞納額及び滞納率】 

【滞納額】 

【滞納率】 

【９．管理費と修繕積立金の区分経理の有無】  □無  □有 

【１０．備考】 

 

 

（注意） 

１．【３．計画期間全体での専用使用料等からの繰入額の総額】の欄は、計画期間全

体での専用使用料等（駐車場使用料等の特定の区分所有者がマンションの共用部

分の一部分を専用使用するために納入する料金をいう。）から修繕積立金会計へ納

入される額の総額を記載してください。 

２．【４．機械式駐車場設備の内容】、【６．現在の借入金の有無】及び【９．管理費

と修繕積立金の区分経理の有無】の欄は、該当するチェックボックスに「✓」を
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入れるとともに、【６．現在の借入金の有無】の欄について、「有」を選んだ場合

は、借入金の完済の予定年月を記載してください。複数の借入金が存在する場合

には、完済期日が最も遅い期日を記載してください。 

３．【５．計画期間全体での修繕積立金の平均額】の欄は、以下の計算式により算出

した額を記載してください。 

 

 計画期間全体での修繕積立金の平均額 

＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）÷Ｘ÷Ｙ 

  Ａ：計画期間当初の修繕積立金の残高（円） 

  Ｂ：計画期間全体で集める修繕積立金の総額（円） 

  Ｃ：計画期間全体での専用使用料等からの繰入額の総額（円） 

  Ｘ：マンションの総専有床面積（㎡） 

  Ｙ：長期修繕計画の計画期間（ヶ月） 

 

４．【７．直前の会計年度で集める予定であった修繕積立金の総額】及び【８．直前

の会計年度での修繕積立金の３ヶ月以上の滞納額及び滞納率】の欄は、該当する

事業年度がない場合には記載は不要です。 

５．【８．直前の会計年度での修繕積立金の３ヶ月以上の滞納額及び滞納率】の欄の

【滞納率】は、「直前の会計年度での修繕積立金の３ヶ月以上の滞納額÷直前の会

計年度で集める予定であった修繕積立金の総額」で算出した額を記載してくださ

い。 
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（第五面） 

 

４．マンションの管理組合の運営状況 

【１．監事の氏名又は名称】 

  

 

【２．直近の集会が開かれた年月日】 

    年  月  日 

【３．区分所有者名簿の有無及び年１回以上の内容の更新の有無】 

【区分所有者名簿の有無】 □無  □有 

【年１回以上内容の更新の有無】 □無  □有 

【４．居住者名簿の有無及び年１回以上の内容の更新の有無】 

【居住者名簿の有無】 □無  □有 

【年１回以上内容の更新の有無】 □無  □有 

【５．管理規約への「マンションの管理のため必要となる、管理者等のマン

ションの区分所有者の専有部分及び規約（これに類するものを含む。）によ

り特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関す

る事項」の記載】 

 □記載されている   □記載されていない 

 

【６．管理規約への「マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管

理に関する記録の作成及び保存に関する事項」の記載】 

 □記載されている   □記載されていない 

 

【７．管理規約への「マンションの区分所有者その他の利害関係人からマン

ションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項」の記載】 

 □記載されている   □記載されていない 

 

【８．備考】 

 

 

（注意） 

１．【３．区分所有者名簿の有無及び年１回以上の内容の更新の有無】から【７．管

理規約への「マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関す

る情報の提供を要求された場合の対応に関する事項」の記載】までの欄は、該当

するチェックボックスに「✓」を入れてください。 
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（第六面） 

 

５．その他 

【１．都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであるこ

とを確認するために必要な事項】 

 

【２．認定を受けた際の公表の可否】 □可  □否 

 

（注意） 

１．【１．都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを

確認するために必要な事項】の欄は、申請に係るマンションが所在する都道府県

等において都道府県等マンション管理適正化指針が定められている場合に、当該

指針に応じて必要な事項を記載してください。 

２．【２．認定を受けた際の公表の可否】の欄は、該当するチェックボックスに

「✓」を入れてください。 
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（第七面） 

６．代表者以外の管理者等 
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別記様式第一号の五（第一条の十六関係）（日本産業規格Ａ列４番） 

 

変 更 認 定 申 請 書 

 

年  月  日 

 

（計画作成都道府県知事等）         殿 

 

申請者（管理者等）の住所又は         

主たる事務所の所在地             

申請者（管理者等）の氏名又は         

名称及び法人にあっては、その         

代表者の氏名                 

申請者（管理者等）の連絡先          

 

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の 17第１項の規定に基づ

き、管理計画の変更の認定を申請します。この申請書及び添付書類に記載の事項

は、事実に相違ありません。 

 

１．変更の認定を申請する管理計画の認定コード 

 

２．変更の認定を申請する管理計画の認定年月日 

      年  月  日 

 

３．マンションの名称 

 

４．マンションの所在地 

 

５．変更の概要 

 

 

（本欄には記入しないでください。） 

受 付 欄 認 定 コ ー ド 欄 決 裁 欄 

年  月  日 年  月  日  

第       号  

係員氏名 係員氏名 

 

  

複数の管理者等が置かれている

場合、申請者のうち任意で選出

された代表者の氏名 

適宜別紙を用いるなどし、従前の管理計画か

らの変更点を漏れなく記載してください。 
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（注意） 

１．複数の管理者等が置かれている場合、【申請者（管理者等）の住所又は主たる事

務所の所在地】及び【申請者（管理者等）の氏名又は名称及び法人にあっては、

その代表者の氏名】の欄は、代表者１名分を記載してください。 

申請者が管理会社等の法人である場合には、その法人の代表者の氏名を併せて

記載してください。なお、当該マンションの管理組合法人の理事が申請者である

場合は、当該組合法人の名称は不要です。 

２．本申請書には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第１条

の８第１項に規定する添付書類のうち、変更に係るものを添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表

提出が必須である書類
必要に応じて提出が

必要となる書類

関係規程

（省令第１条の８

第１項）

確認方法 留意点

① 管理者等が定められていること。

・管理者等を選任することを決議し

た集会（総会）の議事録の写し

※管理規約で別段の定めをした場合

は、管理規約の写し及びその定める

ところにより管理者が選任されたこ

とを証する書類（理事会の議事録の

写し等

第４号

第５号

・集会（総会）の議事録で管理者等が定められていること。

・管理者等に係る特別の定めの有無（特別な定めがある場合に

は、管理者等の選任に係る記載及び当該記載に基づいて選任して

いること。）

・議事録が有効なものであること（署名（又は電子署名）がある

こと。）。

・集会（総会）の議事録で管理者等が置かれていることを確認する。

・管理規約に管理者等の特別の定めがある場合、規約の定めるところにより管理者等が定められたことを証する書類（理事

会の議事録の写し等）により管理者等が選任されていることを確認する。

② 監事が選任されていること。

・監事を置くことを決議した集会

（総会）の議事録の写し

※管理規約で別段の定めをした場合

は、管理規約の写し及びその定める

ところにより監事が置かれたことを

証する書類（理事会の議事録の写し

等）

第６号

・集会（総会）の議事録で監事が置かれていること。

・監事に係る特別の定めの有無（特別な定めがある場合には、監

事の設置に係る記載及び当該記載に基づいて設置しているこ

と。）

・議事録が有効なものであること（署名（又は電子署名）がある

こと。）。

・集会（総会）の議事録で監事が置かれていることを確認する。

・管理規約で監事の職務に関する定められていることを確認する。

・管理規約に管理者等の特別の定めがある場合は、規約の定めるところにより監事が置かれたことを証する書類（理事会の

議事録の写し等）により、監事が選任されていることを確認する。

・区分所有法上の監事は、管理組合法人のみに存在する（区分所有法第50 条第１項）が、標準管理

規約では、法人化されていない管理組合においても設置することが記載されており（標準管理規約

（単棟型）第35 条第１項）、そのような者も「管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、そ

の監査の結果を集会（総会）に報告する者として規約で定めるもの」に該当すれば、この対象に含ま

れる。

・集会（総会）の議事録の有効性については、区分所有法の規定に基づき必要となる署名（又は電子

署名）があることを確認することによって行うことを原則とする。

・管理組合法人に置く監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼任してはならないため（区分所有

法第50 条第２項）、兼任していないことを確認する。

③ 集会が年１回以上開催されていること。
・認定申請日の直近に開催された集

会（総会）の議事録の写し

・年１回集会を開催できな

かった場合の措置が図られ

たことが確認できる書類

第７号

・集会（総会）が年１回以上開催されていること。

・議事録が有効なものであること（署名（又は電子署名）がある

こと。）。

・認定申請日の直近に開催された集会（総会）の議事録に記載された開催日を確認する。

・集会（総会）の議事録の有効性の確認については、区分所有法第42 条における議長及び議長が指名する２名の総会に出席

した組合員の署名（又は電子署名）を確認することによって行う。

① 管理規約が作成されていること。 ・管理規約の有無を確認すること。 ・管理規約が提出されたことを確認する。

・標準管理規約に準拠していることまでは審査対象とせず、規約の有無を審査対象とする。

・なお、規約の改正について新旧形式のみで保存している場合も想定されるが、規約の全

体像を管理組合内で周知し、理解を進めることも重要であることから、規約の改正部分

を反映した規約全体版の作成や提出を求めるものとする。

②

マンションの適切な管理のため、管理規約に

おいて災害等の緊急時や管理上必要なときの

専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理

等について定められていること。

・管理規約に災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部分の立

ち入りについての定めがあること。

・管理規約に修繕等の履歴情報の管理等についての定めがあるこ

と。

・管理規約に災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部分の立ち入りについての規定（マンション標準管理規約（単棟

型）第23 条に相当する規定）があることを確認する。

・管理規約に修繕等の履歴情報の管理等についての規定（マンション標準管理規約第32 条（単棟型）第６号に相当する規

定）があることを確認する。

・審査事務においては、災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部分の立ち入り、修繕等の履歴情

報の管理等についての規定が含まれることを確認し、実際の履歴情報に関する書類の管理状況等の確

認は行わない。

③

マンションの管理状況に係る情報取得の円滑

化のため、管理規約において、管理組合の財

務・管理に関する情報の書面の交付（又は電

磁的方法による提供）について定められてい

ること。

・管理規約に管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付

（又は電磁的方法による提供）についての規定があること。

・管理規約に管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付（又は電磁的方法による提供）についての規定（マンション

標準管理規約（単棟型）第64 条第３項に相当する規定）があることを確認する。

・審査事務においては、管理規約に帳票類の書面の交付（又は電磁的方法による提供）が含まれるこ

とを確認し、実際の帳票類の書面の交付（又は電磁的方法による提供）の状況の確認は行わないもの

とする。

①
管理費、修繕積立金等について明確に区分し

て経理が行われていること。
・管理費会計及び修繕積立金等会計が区分されていること。

・認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会（総会）において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書

において、管理費会計と修繕積立金等会計が明確に区分されていることを確認する。

・預金口座の通帳では区分経理されていることを確認できないため、本項目の確認書類としては貸借

対照表及び収支計算書以外は認めないこととする。

・ただし、新築等により当該直前の事業年度がない場合にあっては、申請日を含む事業年度における

集会（総会）において決議された収支予算書において区分経理されていることを確認するものとす

る。

②
修繕積立金会計から他の会計への充当がされ

ていないこと。
・修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。

・貸借対照表及び収支計算書において、修繕積立金会計における支出の費目が、マンション標準管理規約（単棟型）第28 条

に定める経費に関する会計以外の会計へ充当されていないことを確認する。

・長期修繕計画上の修繕積立金よりも多く積み立てられ、余剰が発生している場合であっても、他の

会計への充当や区分所有者への還元（払い戻し）を行っている場合には、基準に適合しないこととす

る。

③

直前の事業年度の終了の日時点における修繕

積立金の３か月以上の滞納額が全体の１割以

内であること。

・当該直前の事業年度の各月におい

て組合員が滞納している修繕積立金

の額を確認することができる書類

・認定申請日の属する事業年度の直

前の事業年度の集会において決議さ

れた管理組合の貸借対照表及び収支

計算書

※当該直前の事業年度がない場合に

は、申請日を含む事業年度における

集会において決議された収支予算書

① 直前の事業年度において各戸から徴収すべき修繕積立金の総額

② 直前の事業年度において滞納期間が３か月以上の滞納が生じて

いる修繕積立金の総額

③ 上記②の金額を①の金額で除した割合が１割以内であること。

① 直前の事業年度において各戸から徴収すべき修繕積立金の総額を確認する。

② 当該直前の事業年度において組合員が滞納している修繕積立金の総額を確認することができる書類から、滞納期間が３か

月以上となっている額を確認する。

・「全体」とは、直前の事業年度において各戸から徴収すべき修繕積立金の総額を指す。

・「３か月以上の滞納」とは、直前の事業年度において、支払い期限から３か月以上の滞納が生じて

いる修繕積立金の総額を確認するものとする。さらに、同一住戸で３か月以上の滞納が２回以上生じ

た場合はその滞納額の累計分を対象とする。

・貸借対照表及び収支計算書では、直前の事業年度において組合員が滞納している修繕積立金の総額

は確認できるものの、滞納月別の情報が掲載されていない場合も多いため、管理会社等からの直近の

月次報告書や各戸の収納状況に関する書類等において確認する。

認定基準

確認対象書類

（１） 管理組合の運営

確認事項

確認方法及び留意点

（３） 管理組合の経理 第３号

（２） 管理規約 第９号・管理規約の写し

・認定申請日の属する事業年度の直

前の事業年度の集会において決議さ

れた管理組合の貸借対照表及び収支

計算書

※当該直前の事業年度がない場合に

は、申請日を含む事業年度における

集会において決議された収支予算書



別表

提出が必須である書類
必要に応じて提出が

必要となる書類

関係規程

（省令第１条の８

第１項）

確認方法 留意点
認定基準

確認対象書類

確認事項

確認方法及び留意点

①

長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に

準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこ

れに基づき算定された修繕積立金額について

集会にて決議されていること。

・長期修繕計画の写し

・当該長期修繕計画の作成又は変更

を決議した総会の議事録の写し

※管理規約で別段の定めをした場合

は、管理規約の写し及びその定める

ところにより当該長期修繕計画を作

成し、又は変更したことを証する書

類

・長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成され

ていること。

・長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額

について集会（総会）にて決議されていること。

・長期修繕計画を「長期修繕計画作成ガイドライン」の長期修繕計画標準様式において示している考え方に基づいて長期修

繕計画を作成していることを確認する。具体的には、少なくとも、以下の①から⑩の内容が全て盛り込まれていることを確

認する。

①修繕工事の内容（19 工事項目（表外の注４を参照のこと。））

②修繕工事の概算費用

③修繕工事のおおよその実施時期

④修繕積立金の月当たり㎡単価

⑤長期修繕計画書の計画期間が30 年以上の設定期間であること。

⑥申請日以降の残存期間において大規模修繕工事を２回以上含むこと。

⑦計画期間当初における修繕積立金の残高

⑧計画期間全体で集める修繕積立金の総額

⑨計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額

⑩（借入れがある場合）借入れの状況

・修繕工事に要する修繕積立金の金額の妥当性は（４）⑤「長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定さ

れた修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと」で確認するため、本項目では審査の対象外となる。

・19 工事項目に記載された工事が、修繕周期が長期であることなどから計画期間内に行われない予定である場合には、長期

修繕計画等の提出書類に参考情報としてその旨を記載し、当該工事の予定時期及び推定修繕工事費を確認する。

・長期修繕計画の記載内容から修繕積立金の算出根拠が確認でき、長期修繕計画全体として整合が図られていることを確認

する。

・集会（総会）の議事録の写しにおいて、長期修繕計画の作成・変更が集会（総会）の議案として上程され、長期修繕計画

の内容及び修繕積立金額について議決を経ていることを確認する。

・19 工事項目（表外注４）の有無を確認する。なお、19 工事項目のうち、該当する設備等を有し

ないマンションは、長期修繕計画等の提出書類にその旨の記載があることを確認する。

・長期修繕計画の作成・変更に係る業務が管理会社に委託する管理業務の一環として実施され、管理

委託費に当該業務に係る報酬が含まれる場合は、19 工事項目のうち、「長期修繕計画作成費用」の

項目が割愛されている場合があるため、長期修繕計画書等の提出書類にその旨の記載があることを確

認する。

②
長期修繕計画の作成又は見直しが７年以内に

行われていること

・長期修繕計画の作成又は変更を決

議した総会の議事録の写し

・長期修繕計画の作成又は変更に係る集会（総会）の議決日が認

定申請日以前７年以内であること。

・集会（総会）の議事録の写しにおいて、長期修繕計画の作成・変更が集会（総会）の議案として上程され、長期修繕計画

の内容及び修繕積立金額について集会（議決）を経ていることを確認する。

・長期修繕計画の作成・変更に係る集会（総会）の議決日が、認定申請日以前７年以内であることを確認する。

③

長期修繕計画の実効性を確保するため、計画

期間が30 年以上で、かつ、残存期間内に大

規模修繕工事が２回以上含まれるように設定

されていること。

・長期修繕計画の写し

・マンションの除却その他

の措置の実施が予定されて

いる場合は、その実施時期

が議決された総会の議事録

の写し等

・計画期間が30 年以上であること。

・残存期間内の大規模修繕工事の回数が２回以上であること。

・修繕工事の内容が大規模修繕工事に該当すること。

・認定申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンション

の除却等の措置が予定されている場合は、その実施時期が適切に

定められていること。

・長期修繕計画の計画期間が30 年以上であることを確認する。

・認定申請日時点において、長期修繕計画に記載された大規模修繕工事の予定時期が当該計画期間の終了の日までに２回以

上含まれていることを確認する。

・建替えや再開発、定期借地権の期間満了に伴いマンションの除去等が予定されている場合には、予定時期が議決された集

会（総会）の議事録の写しや長期修繕計画の写し等の提出書類で除去予定時期を確認する。

・「大規模修繕工事」は、省令第１条の10第２号で「マンションの建物の外壁について行う修繕又

は模様替えを含む大規模な工事」と定義とされている。

・「残存期間」の起算日は、本項目が認定申請日以降に２回以上の大規模修繕工事が予定されている

ことを確認する趣旨であることを踏まえて、認定申請日とする。そのため、本項目の認定基準を満た

すためには計画期間の見直しが必要となる場合がある。

・認定申請日現在で大規模修繕工事を実施中である場合は、残存期間に予定されている工事の回数に

当該大規模修繕工事も含まれる。なお、工事完了後に申請をする場合には、原則として、残存期間に

予定されている大規模修繕工事の回数に当該工事は含まれない。

④
長期修繕計画において将来の一時的な修繕積

立金の徴収を予定していないこと。

・長期修繕計画において将来の一時金の徴収が予定されていない

こと。

・長期修繕計画において、将来の一時的な修繕積立金の徴収がないことを確認する。

・「将来の一時的な修繕積立金の徴収」とは、下記①及び②のいずれにも該当する修繕積立金の徴収であり、これに該当す

る修繕積立金の徴収が長期修繕計画において予定されていないことを確認する。

① 大規模修繕工事を開始する事業年度の前々年度の開始日から、工事を完了した事業年度の翌々年度の終了日までの修繕積

立金総額の増額幅が２倍以上となっていること。

② ①の増額期間が大規模修繕工事の開始の前々年度以降から工事完了の翌々年度以前までに限ったものであること。

・長期修繕計画において将来の一時金の徴収を予定していなかったが、不測の事態が発生した場合

(災害による建物破損に対して緊急的に復旧工事が必要となった場合など)において、管理組合の判断

によって一時金を徴収したマンションについて、原則として、これによって認定を取り消さないもの

とする。

⑤

長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金

の総額から算定された修繕積立金の平均額が

著しく低額でないこと。

・修繕積立金ガイドライン

を基に設定する水準を下回

る場合は、専門家による修

繕積立金の平均額が著しく

低額でない旨の理由書

・計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金

の平均額が、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」

（国土交通省）で示す金額の目安を設定する際に参考とした事例

の３分の２が包含される幅の下限値を上回っていること。

・計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額は、下記の計算式により算出する（機械式駐車場

部分を除く）。

【計算式】

計画期間全体における月当たりの修繕積立金の平均額＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）÷Ｘ÷Ｙ

Ａ：計画期間当初における修繕積立金の残高（円）

Ｂ：計画期間全体で集める修繕積立金の総額（円）

Ｃ：計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額（円）

Ｘ：マンションの総専有床面積（㎡）Ｙ：長期修繕計画の計画期間（ヶ月）

・上記計算式により算出した計画期間全体における月当たりの修繕積立金の平均額と、「マンションの修繕積立金に関する

ガイドライン」に示された金額の目安を設定する際に参考とした事例の３分の２が包含される幅の下限値を比較し、下限値

を上回っていれば本項目の基準を満たすものとする。

＜機械式駐車場が設置されている場合＞

・申請の対象であるマンションに機械式駐車場がある場合には、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」に示さ

れた修繕積立金の平均額の目安に、機種や設置台数に応じて、１台当たりの月額の修繕工事費から算出される単価を加算す

る必要がある。

・目安の額に加算する単価は、下記の計算式で算出する。

【計算式】

機械式駐車場がある場合の加算額（円）＝

　機械式駐車場の１台当たりの修繕工事費（円／台・月） × 機械式駐車場の台数 ÷ マンションの総専有床面積

＜上記の下限値を下回る場合＞

専門家からの理由書が提出されていることを確認する。

・マンションの修繕積立金に関するガイドラインで示す下限値を下回る場合、専門家が作成した理由

書により、認定基準への適合性を確認する。

・理由書を作成することができる専門家は、管理組合の資金計画、修繕に係る費用や工事の内容を把

握しているマンション管理士のほか、以下の資格保有者とする。

建築士法（昭和25年法律第202号）第３条第１項各号に掲げる建築物にあっては一級建築士（同法

第２条第２項に規定する一級建築士をいう。以下同じ。）、建築基準適合判定資格者（建築基準法

（昭和25年法律第201号）第77条の60に規定する建築基準適合判定資格者をいう。以下同じ。）そ

の他国土交通大臣が定める者が、建築士法第３条の２第１項各号に掲げる建築物にあっては一級建築

士、二級建築士（建築士法第２条第３項に規定する二級建築士をいう。以下同じ。）、建築基準適合

判定資格者その他国土交通大臣が定める者が、その他の建築物にあっては一級建築士、二級建築士、

木造建築士（建築士法第２条第４項に規定する木造建築士をいう。）、建築基準適合判定資格者その

他国土交通大臣が定める者

⑥

長期修繕計画の計画期間の最終年度におい

て、借入金の残高のない長期修繕計画となっ

ていること。

・最終年度において借入金の残高が予定されていないこと。

・長期修繕計画において、最終年度に借入金の返済が終了している計画となっていることを確認する。

・ただし、実際に計画期間中に借入金が返済される見通しが立っていることについて、返済計画や残高表等による確認まで

は行わない。

①

管理組合がマンションの区分所有者等への平

常時における連絡に加え、災害等の緊急時に

迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者

名簿を備えているとともに、１年に１回以上

は内容の確認を行っていること。

組合員名簿（区分所有者名簿）及び

居住者名簿を備えるとともに、年１

回以上更新していることを確認する

ことができる書類（これらの名簿を

備えるとともに、年１回以上更新し

ていることに関する表明保証書等）

第８号
・組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿を備えていると

ともに、年１回以上更新していること。

・組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿を備えるとともに、年１回以上更新していることを確認することができる

書類として、組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿を備えるとともに、年１回以上更新していることに関する管理

組合からの表明保証書等が考えられ、当該表明保証書において、次の２点を確認すること。

①「組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿を備えるとともに、年１回以上更新している」旨の記載があること。

②マンションの名称、所在地が記載されていること。

・本項目の認定基準を満たす場合は、組合員名簿（区分所有者名簿）及び居住者名簿の双方が整備さ

れている場合であり、いずれか一方のみが整備されている場合は本項目に該当していない。

・名簿の更新とは、名簿の内容を確認の上、名簿の内容に変更があれば名簿に反映している作業を１

年に１回以上行っていることを指す。なお、名簿に記載する内容は、氏名、連絡先、固定電話・携帯

電話・メールアドレス等が考えられる。

・団地型マンションや複合用途型マンションの場合は、全体管理組合、住宅管理組合の組合員名簿

（区分所有者名簿）を備えるとともに、年１回以上更新している必要がある。

②
都道府県等マンション管理適正化指針に照ら

して適切なものであること。
・認定基準（１）から（５）①までに適合していること。

［確認方法及び留意点］

注１：上記の「確認方法及び留意点」の内容は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第５条の３に基づくマンションの管理計画認定事務ガイドライン」（令和６年９月国土交通省改定。以下の注記において「同ガ

イドライン」という。）に準拠する内容である。同ガイドラインに記載されている図表等の内容は省略して上表を作成しているため、適宜同ガイドラインを参照すること。

（４）
長期修繕計画の

作成、見直し等
第２号

（５） その他

・長期修繕計画の写し

［確認対象書類］注：上記の「提出が必須である書類」のほか、省令第１条の８第

１項第１号の規定により、認定の申請決議した集会の議事録の写し等の提出が必要

である。

注３：公益財団法人マンション管理センター（法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターをいう。）が発行する適合証（法第５条の14に基づく管理計画の認定の基準に適合することを示す書類）の提出があった

場合には、申請に係る管理計画が表中の（１）から（５）まで認定基準に適合することがの実質的に確認されたものとみなせることに留意して審査を行うこと。

注４：19 工事項目とは、長期修繕様式様式第４－１号の推定修繕工事項目における19の 工事項目をいう。

注２：上表に記載した確認方法は、同ガイドラインに記載された標準的なものである。これらの方法による確認が困難な場合には、その他の適切な方法により確認を行うものとする。


